
　

町
で
は
、
乳
幼
児
等
の
お
子
様

が
病
気
や
け
が
で
病
院
に
か
か
っ
た

と
き
の
医
療
費
（
保
険
適
用
分
）
に

つ
い
て
未
就
学
児
は
無
料
、
小
学
生

は
入
院
・
訪
問
看
護
医
療
の
み
一

部
を
助
成
し
て
い
ま
す
が
、
平
成
31

年
8
月
診
療
分
か
ら
は
対
象
者

を
高
校
卒
業
年
度
末
（
満
18
歳
）
ま

で
拡
大
し
、
無
料
と
し
ま
す
。
ま
た
、

こ
の
改
正
に
合
わ
せ
て
重
度
心
身

障
が
い
者
お
よ
び
ひ
と
り
親
家
庭

等
医
療
費
助
成
を
受
け
て
い
る
お

子
様
に
つ
い
て
も
同
様
に
18
歳
年

度
末
ま
で
医
療
費
が
無
料
と
な
り

ま
す
。
医
療
費
の
助
成
を
受
け
る

た
め
に
は
、
医
療
機
関
を
受
診
す

る
際
に
保
険
証
と
一
緒
に
役
場
か

ら
交
付
さ
れ
る
『
医
療
費
受
給
者

証
（
以
下
、
受
給
者
証
）
』
を
提
示
す

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
な
お
、
小

学
生
以
上
の
お
子
様
に
つ
い
て
は

新
た
に
申
請
手
続
き
が
必
要
と
な

り
ま
す
の
で
、
4
月
中
旬
以
降
に

送
付
す
る
案
内
と
申
請
書
を
ご
確

認
の
う
え
、
期
日
ま
で
に
手
続
き

を
必
ず
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
と
な
る
方
】

　

満
18
歳
（
高
校
卒
業
年
度
末
）

ま
で
の
お
子
様

※
た
だ
し
、
①
婚
姻
し
て
い
る
方

②
自
ら
が
医
療
保
険
各
法
の
被

保
険
者
、
組
合
員
ま
た
は
世
帯

主
と
な
っ
て
い
る
方
③
中
学
校

を
修
了
後
、
高
校
等
へ
進
学
し

な
い
方
ま
た
は
各
種
学
校
で
修

業
年
限
が
1
年
未
満
の
課
程
に

進
学
す
る
方
は
対
象
外
と
な
り

ま
す
。

※
入
院
時
の
食
事
代
・
差
額
ベ
ッ

ド
代
は
助
成
対
象
外
で
す
。

【
申
請
手
続
き
に
つ
い
て
】

①
未
就
学
児
…
申
請
手
続
き
は
あ

り
ま
せ
ん
（
7
月
中
に
新
し
い

受
給
者
証
を
送
付
し
ま
す
）

②
小
学
生
、
中
学
生
、
高
校
生
…

手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
町
内
に
住
民
票
を
有
し
て
い
る

お
子
様
に
は
4
月
中
旬
以
降
に

申
請
書
を
送
付
し
ま
す
の
で
、

同
封
の
返
信
用
封
筒
で
返
送
し

て
く
だ
さ
い
。

・
進
学
の
た
め
町
外
に
住
民
票
を

移
し
て
い
る
お
子
様
の
場
合
は

申
請
書
が
送
付
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
左
記
の
申
請
に
必
要
な
も

の
を
お
持
ち
の
う
え
役
場
窓
口

で
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
（
申

請
書
の
郵
送
を
ご
希
望
さ
れ
る

方
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
）
。

・
重
度
心
身
障
が
い
者
ま
た
は
ひ

と
り
親
家
庭
等
医
療
費
助
成
を

受
け
て
い
る
方
は
手
続
き
不
要

で
す
の
で
、
申
請
書
は
送
付
さ

れ
ま
せ
ん
。

【
申
請
に
必
要
な
も
の
】

・
お
子
様
の
健
康
保
険
証

（
写
し
可
）

・
印
鑑

・
在
学
証
明
書
ま
た
は
学
生
証

（
高
校
生
の
み
）

・
進
学
の
た
め
町
外
へ
転
出
し
て

い
る
方
は
住
民
票
（
転
出
先
の

住
民
票
）

【
申
請
期
限
】
5
月
31
日
（
金
）

【
申
請
先
】

・
住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

・
熊
石
総
合
支
所
住
民
サ
ー
ビ
ス
課

・
落
部
支
所

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

　

☎
0
1
3
7
│
62
│
2
1
1
2

平
成　

年
8
月
か
ら
八
雲
町
乳
幼
児
等
医
療
費

助
成
が
高
校
生
ま
で
拡
大
さ
れ
ま
す
Z
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自
動
車
、
軽
四
輪
等
の
税

は
、
賦
課
期
日
で
あ
る
4
月
1

日
現
在
の
登
録
に
基
づ
き
課
税

さ
れ
ま
す
。
廃
車
や
所
有
者
の

変
更
が
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
届
け
出
が
無
い
場
合
は
、
引

き
続
き
課
税
対
象
の
車
両
と
な

り
、
ト
ラ
ブ
ル
の
原
因
と
な
っ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
見
受
け
ら
れ

ま
す
の
で
、
必
要
な
手
続
き
を

忘
れ
ず
に
お
願
い
し
ま
す
。

【
登
録
変
更
が
必
要
な
場
合
】

・
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

（
変
更
登
録
）

・
自
動
車
等
を
売
買
し
た
と
き

（
移
転
登
録
）

・
自
動
車
等
を
使
用
し
な
く
な
っ

た
と
き
（
抹
消
登
録
）
な
ど

【
道
税
、
町
税
の
対
象
車
両
】

○
自
動
車
税
の
対
象
車
両

　

乗
用
車
、
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
、

牽
引
車
、
被
牽
引
車　

な
ど

※
自
動
車
税
の
変
更
登
録
が
間

に
合
わ
な
い
場
合
は
、
札
幌

道
税
事
務
所
自
動
車
税
部
に

連
絡
す
る
か
、
道
税
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
変
更
手
続
き
が

可
能
で
す
。

○
軽
自
動
車
税
の
対
象
車
両

　

軽
四
輪
車
、
自
動
二
輪
車
、

原
動
機
付
自
転
車
、
小
型
特
殊

自
動
車　

な
ど

【
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先
】

○
各
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
発
行

　

機
関

・
自
動
車
、
自
動
二
輪
な
ど

（
函
館
白
等
の
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
）

　

函
館
運
輸
支
局

　

☎
0
5
0
│
5
5
4
0
│
2
0
0
2

・
軽
四
輪
、
軽
二
輪
（
函
館
黄

色
、
函
館
白
の
ナ
ン
バ
ー
プ

レ
ー
ト
な
ど
）

　

軽
自
動
車
検
査
協
会

函
館
事
務
所

　

☎
0
5
0
│
3
8
1
6
│
1
7
6
4

・
そ
の
他
（
八
雲
町
の
ナ
ン

バ
ー
プ
レ
ー
ト
な
ど
）

　

財
務
課
資
産
税
係

　

☎
0
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7
│
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○
自
動
車
税
の
変
更
登
録
が
間

　

に
合
わ
な
い
場
合

・
札
幌
道
税
事
務
所
自
動
車
税

部

　

☎
0
1
1
│
7
4
6
│
1
1
9
7

・
道
税
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

http://w
w
w
.pref.hokkaido.lg.jp/

sm
/zim

/address/index.htm

車
両
の
住
所
等
の
変
更
手
続
き
・

　
　

廃
車
手
続
き
は
お
済
み
で
す
か
？

未就学児

小 学 生

中学生・高校生
（18歳年度末まで）

自己負担なし　※所得制限なし

入院・訪問看護医療のみ助成対象
非課税世帯…初診時一部負担金を
負担（医療580円  歯科510円）
課税世帯…総医療費の1割を負担
※所得制限あり

助成なし

自己負担なし　※所得制限なし高校生

【改正後（8月診療分から）】

【改正前】

18歳年度
末まで
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